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◎薬物ってどんなもの？
覚醒剤、大麻、ＭＤＭＡ、危険ドラッグ等の違法薬物は、精神に影響を及ぼし、習慣性があるた

め、使用等が法律により禁止又は制限されています。これらの薬物を乱用すると、精神や身体をむし
ばむばかりでなく、薬理作用から、幻覚、妄想等の精神障害に陥り殺人、放火等の重大事件、交通
事故を引き起こす場合もあるなど、社会の安全を脅かすものです。
◎急増する若者の大麻乱用
「大麻には害がない」「心身が大麻の影響を受けることはない」など、間違ったイメージが広がっ

ています。大麻の乱用をきっかけに、自分でも気づかないうちに依存症になってしまい、より強い刺
激を求めて別の薬物に手を出してしまう例も多いのです。大麻は日本ではもちろん、国際条約でも
厳格に規制されている薬物です。正しい知識を持って正しい判断をしましょう。

◎大麻の規制法律改正について
令和６年１２月１２日より、大麻の規制に関する改正法が施行され、大麻が麻薬と位置づけられた

ことにより、大麻の施用も規制されることとなりました。大麻は持っていても、使っても犯罪です。薬物
に関われば、人生は壊れてしまいます。薬物乱用のない社会を作りましょう。

〇不法就労とは？
・不法滞在者（不法入国者、不法残留者）が働いてお金を稼ぐこと。
・働くことが認められていない在留資格の外国人が、許可なく働い
てお金を稼ぐこと。

〇外国人を雇用する時は、パスポート、在留カード等で「在留資格」の確認を
・働くことを認められていない外国人を雇った人や不法入国の手助
けをした人達に対する罰則が今後強化される予定です。

〇令和８年４月末現在の罰則
・事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

（入管法第73条の2）
３年以下の拘禁刑若しくは３００万円以下の罰金に処し、又はこ
れを併科する。

・退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかく
まう等の行為をした場合（入管法第74条の8）
３年以下の拘禁刑又は３００万円以下の罰金に処する。

黒川に住む山女魚の体側面に見られる斑紋はパーマ
ークと呼ばれサケ科の魚の赤ちゃんの印のようなもので
す。しかし海に行かずに一生川に残る山女魚は成魚でも
この美しい斑紋を残し続けます。これは光や影に溶け込ん
で天敵から身を守ったり、仲間に自分の存在をアピール
してナワバリを主張するという役割があります。自分の存
在を仲間に知らせるという点では人間が夜間に着用する
反射タスキと通じるものがありますね。


